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平成29年度

計画の基礎となる「都市計画基礎調査」を実施

令和4年度

計画の基礎となる「都市計画基礎調査」を実施

令和5年

政策調整プロジェクト会議にて全体構成案の協議

令和6年

1月19日

3月22日

庁議にて骨子案を協議5月17日

庁議にて素々案の協議7月6日

第６回総合計画審議会にて素々案の協議8月9日

素案についてパブリックコメント手続き11月22日～12月12日

素案を県に提出12月13日

県の意見書に対する市の回答

2月14日

計画案を県に提出

2月15日

県の意見書

庁議にて計画（最終版）を報告

2月22日 県の意見書に対する市の回答

4月1日 公表

1 計画策定の経過

参考資料
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利用区分
摘　要

本計画
都市計画基礎

調査における区分

農 地
田 水田

畑 畑、樹園地、採草地、養鶏（牛、豚）場

森 林 山林 樹林地

原 野 等 その他の自然地
原野・牧野、荒れ地（耕作放棄地等）、
低湿地、河川敷･河原、海浜、湖岸

水 面・ 河 川・
水 路

水面
河川水面、湖沼、ため池、用水路、濠、
運河水面

道 路 道路用地 道路、駅前広場

宅 地

住宅用地 住宅、共同住宅、店舗等併用住宅

工業用地
重工業、軽工業、サービス工業、家内工業、危
険物貯蔵・処理の各工場用地

商業用地
業務、商業（販売、飲食、娯楽等）、宿泊、商業系
用途複合の各施設用地、別荘地

農林漁業施設
用地

農業用納屋、畜舎、温室、船小屋、農林漁業用
作業場など

公益施設用地
官公庁、文教厚生の各施設用地、処理場、浄
水場、ポンプ場、火葬場、発電所、変電所、ガ
ス・熱供給施設など

そ の 他

公共空地 公園、緑地、広場、運動場、墓園

交通施設用地
鉄道用地、空港、立体駐車場、自動車ターミナ
ル、運輸倉庫

その他の空地
ゴルフ場、太陽光発電用地、平面駐車場、未利
用地（建物跡地等）、改変工事中の土地など

（1）土地の利用区分の定義

　利用区分別面積は、長野県「国土利用計画（市町村計画）策定の手引」による

「利用区分の定義及び把握方法」を踏まえつつ、把握精度の向上を図るため、

5年に一度実施する都市計画基礎調査における土地利用現況調査により把握

します。なお、土地利用現況調査は、家屋課税台帳・住宅地図より建物用途

を調査し、建物の無い箇所は土地課税台帳・地形図・航空写真より土地利用

状況の調査を行ったものです。

2 土地の利用区分の定義及び用語の解説

国土利用計画 第四次塩尻市計画

料
資
考
参
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利用区分 定　義 資　料

農　地
農地法第2条第1項に定める農地で、耕地

の目的に供される土地であって畦畔を含む。
●農林水産省作物統計

森　林

森林法第2条第1項に規定する森林を対象

とし、国有林と民有林との合計である。なお、

林道面積は含まない。

（1） 国有林：林野庁所管国有林及びその

他省庁所管国有林の合計である。

（2） 民有林：森林法第2条第1項に定める

森林であって、同法同条第3項に定め

るもの。

●長野県民有林の現況

原野等

農地法第2条第1項に定める採草放牧地

（国有林野貸付使用地に限る）と「世界

農林業センサス林業調査報告書」の「森

林以外の草生地」から国有林（ただし林野

庁所管分に限る）を除いた面積との合計で

ある。

●世界農林業センサス

●農林業センサス

●国有林野事業統計書

●森林管理署資料

水面・河川・
水路

水面、河川及び水路の合計である。

（1） 水面：湖沼（人造湖及び天然湖沼）及

びため池の満水時の水面である。

（2） 河川：河川法第4条に定める一級河川

及び同法第5条に定める二級河川及

び同法第100条による準用河川の同

法第6条に定める河川区域である。

（3） 水路：農業用用排水路である。

●ダム総覧　

●ため池台帳

●地形図

(参考）国土利用計画（市町村計画）策定の手引による土地利用区分の定義
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利用区分 定　義 資　料

道　路

一般道路、農道及び林道の合計である。

車道部（車道、中央帯、路肩）、歩道部、自

転車道部及び法面等からなる。

（1） 一般道路：道路法第2条第1項に定め

る道路である。

（2） 農道：農地面積に一定率を乗じたほ場

内農道及び市町村農道台帳の農道

延長に一定幅員を乗じたほ場外農道

である。

（3） 林道：国有林林道及び民有林林道で

ある。

●道路現況調査

●国有林野事業統計書

●林道台帳

宅　地

建物の敷地及び建物の維持又は効用を

果たすために必要な土地である。

（1） 住宅地：「固定資産の価格等の概要

調書」の評価総地積の住宅用地に、

非課税地積のうち、県営住宅団地、市

町村営住宅団地及び公務員住宅団

地を加えたものである。

（2） 工業用地：「工業統計調査（用地、用

水編）」にいう「事業所敷地面積」を

従業員10人以上の事業所敷地面積

に補正したものである。

（3） その他の宅地：住宅地及び工業用地

のいずれにも該当しない宅地である。

●固定資産の価格等の

概要調書

●工業統計調査（用地、

用水編）

その他

市町村土面積から「農地」、「森林」、「原野

等」、「水面・河川・水路」、「道路」及び「宅

地」の各面積を除いたものである。（公園・緑

地・広場等の公共空地、ゴルフ場、スキー場、

鉄道敷、荒廃農地等がある。）

市街地 国勢調査による「人口集中地区」である。 ●国勢調査

国土利用計画 第四次塩尻市計画

料
資
考
参
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■ か行 頁

環境影響評価

開発が環境に与える影響について、事前に調査、予測及び評

価をすることで、環境の保全等の措置を予め検討し、措置を講

じた後の環境影響について総合的に評価を行うもの。

20

環境と調和した交

通体系

再生可能

エネルギー

自家用車から公共交通機関に乗り換える「パーク&ライド」、使

用した天ぷら油を活用したバイオディーゼル燃料の活用等に

よる、環境にやさしい交通体系。

19

緩衝帯

農作物被害や突発的な人身被害を回避するため、集落・農地

と野生動物が生息する森林との境を明確にするよう一定幅

で伐採・間伐された緑地。

7

区域区分

グリーン

ツーリズム

無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市

計画区域において、市街化区域と市街化調整区域に区分す

緑豊かな農村地域において、その自然、文化、人々との

交流を楽しむ、滞在型の余暇活動のこと。

る制度。

5

6

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった、

一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源

が枯渇せず繰り返し利用できるエネルギーのこと。

4

減災 災害時において発生する被害を最小限に食い止めること。 18

行為規制

法令等により、可能な行為が厳しく制限されている規制。

具体的には、 自然公園法による国立公園や国定公園におけ

る特別保護地区での行為規制（許可制）や森林生態系保護

地域における規制（保護地域においては研究等のほかは手

を加えていない）等。

18

コンパクトな

市街地

現在ある市街地の土地を有効に利用しながら、人口規模に

あった都市施設を効率よく整備・集積した市街地。
5

■さ行 頁

（2）用語解説
※頁は最初に登場する頁番号

5
これらの施設に容易にアクセスできるまちづくりの考え方。

がまとまって立地し、住民が公共交通や徒歩などにより、

住宅や商業施設、医療・福祉施設などの生活サービス施設

の都市構造　　　　

プラス・ネットワーク

コンパクトシティ・



31

人口集中地区

（DID）

国勢調査の結果に基づき、その調査区を基礎単位として、人口密

度の高い調査区（人口密度が1km 2当たり4,000人以上）が隣接し

連担した区域全体の人口が5,000人以上となる区域。

12

親水
河川、湖沼などの水域のもつ空間、水流などの環境に地域住

民が親しむこと。
7

水源涵養
森林や水田の働きにより、渇水や洪水を緩和して安定的に水

が供給されること。
6

生態系ネットワーク

生態系を健全かつ安定的に存続させるため、生物種の生態

特性に応じて森林等の生息・生育空間が間断なくつながって

いる状態。

19

生物の多様性

地球上の生物の多様さとその生育環境の多様さをいう。生態

系は多様な生物が生息するほど健全であり、安定していると

いえる。

19

ゼロカーボン

温室効果ガス（二酸化炭素やメタンなど）の排出量をで

きるだけ減らし、同時に森林などによる吸収量を増やす

ことで、排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすること。

4

■た行 頁

体験型農業
農業者の指導・管理のもと、利用者がレクリエーションその他

の営利目的以外の目的で農作業を行うこと。
6

自然的土地利用

都市的土地利用以外の土地利用で、農林業的土地利用に、

自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水面、河

川等を加えたもの。

2

資源循環型社会

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものと

して提示された概念で、天然資源の消費が抑制され、環境へ

の負荷ができる限り低減された社会のこと。

20

市民農園
サラリーマンなど、農業者以外の人々が小区画の農地を利用

して野菜や花を育てる農園。
6

■さ行 頁

里地里山
都市と原生的自然との間や集落の近くにあって、地域住民の

生活と密接に結びついた森や田んぼなどのある場所。
6

国土利用計画 第四次塩尻市計画

料
資
考
参
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■た行 頁

脱炭素社会
代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の実質的な排出量

ゼロを達成している社会。
19

低未利用地・施設
利用がなされていない又は立地条件から見てその利用形態

が社会的に必ずしも適切でない土地や施設。
4

多面的機能

農業生産活動を通じて発揮される多面的機能とは、土地の

保全、水源涵養、自然環境の保全、良好な景観の保全・育成、

文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより

生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわた

る機能。

森林の有する多面的機能とは、土地の保全、水源の涵養、自

然環境の保全、保健休養、地球温暖化の防止、林産物の供

給等の多面にわたる機能。

5

地域整備施策
地域の生活条件、生産条件及び自然環境等を整備し、総合

的な居住環境の向上を図るために行われる施策。
14

地区計画
住民の生活に身近な地区を単位として、その地区の状況や

特性に応じて定めるまちづくりの計画。
5

知・価値・意味の

創造・集積・拠点

交通の要衝地としての地理的要因や世界的な先端製造業

事業所の本拠地、市民交流センターを核とする知恵の交流、

教育再生による人材育成等、本市の持つ強みをまとめた要素

項目。目指す都市像「多彩な暮らし、叶えるまち。－田園都

市しおじり－」の源泉の一つに位置付ける。

2

多様な主体

行政が担っている「公共」の活動領域に参画し、地域経

営や地域課題解決のシステム構築に向けた活動を行う住

民やＮＰＯ、企業等の多様な民間等の主体のこと。

6

田園都市

英国の都市計画家、Ｅ・ハワードが提唱した「豊かな自然の恵

みと快適な都市機能を併せ持ち、自給性と自立性の獲得を目

指す田園都市」を基本的な考え方に、塩尻市独自の強みを生

かして目指す都市の将来像。

2
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都市機能の

空洞化

中心市街地等において、居住人口が減少し空き店舗が発生・

増加するなど活力の低下がみられる状態。
13

都市的土地利用
住宅地、工業用地、事務所・店舗用地、一般道路等の主とし

て人工的施設による土地利用。
5

■ な行 頁

農業振興地域

整備計画

県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が策定し

た、10年間を見通して農用地区域を定めた農用地利用計画

と、農業振興に関する施策展開についての農業振興のマス

タープランから構成される計画。

21

農地の

利用集積

特定の農業の担い手に、「所有」、「借入」、「農作業受託」等

の手段によって農地を面的にまとまった形で集積し、水利用や

効率生産等の点から農地を農地として有効に利用しようと

する取組。

23

■ら行 頁

ライフラインの

多重化

ライフライン（電気、ガス、水道、交通、通信等）の途絶による機

能不全をカバーするため、複数ルート化等での代替性を確保

すること。

18

■た行 頁

国土利用計画 第四次塩尻市計画

料
資
考
参
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3 計画における主要指標

※年齢不詳は含まない

項　目 単位 平成27年 令和2年 令和4年
(基準年)

令和15年
(目標年)

総人口

人

67,135 67,241 66,678 65,000 

14歳以下 8,692 8,360 7,948 7,228 

15～64
歳 40,175 39,154 38,823 36,413 

65歳以上 18,203 19,155 19,335 20,786 

比
成
構
口
人 14歳以下

％

12.9% 12.4% 11.9% 11.1%

15～64
歳 59.8% 58.2% 58.2% 56.0%

65歳以上 27.1% 28.5% 29.0% 32.0%

総世帯数 世帯 26,350 25,092 28,594 -

1世帯当り人員 人 2.5 

平成12年 平成17年

67,747 68,346 

10,187 10,053 

44,947 44,148 

12,613 14,145 

15.0% 14.7%

66.3% 64.6%

18.6% 20.7%

23,557 24,860 

2.9 2.7 2.6 

平成22年

67,670 

9,469 

42,161 

15,993 

14.0%

62.3%

23.7%

25,092 

2.7 2.3 -

昭和50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 4年 15年17年 22年 27年 令和2年

年齢別（人）

合計（人）

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

10,000

20,000

30,000
52,288

57,417
60,329 61,420

64,235
67,747

68,346

8,360 7,948 7,228

40,175
42,161

44,148

44,947
43,317

41,363
40,040

37,871
35,144

5,061
6,173 7,180

8,670

10,572
12,613

14,145
15,993

18,203 19,155
19,335

20,786

39,154 38,823
36,413

11,387

10,346 10,187 10,053 9,469 8,692

40,000

12,083

50,000

13,373 13,109

総人口 15～64歳 14歳以下 65歳以上

65,000
67,670 67,135 67,241 66,678
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利用区分 説　明

農　地

●集団化された優良農地を確保と、効率的な利用と生産性の向

上を促進

●市民農園や体験型農園としての活用や、都市的土地利用との

調整により、遊休・荒廃化を防止

●多様な主体の直接的・間接的な参加による適切な管理により、

多面的機能を維持

森　林

●多様な主体の直接的・間接的参加により、機能に応じた森林施

業と里地里山の環境を整備

●野生鳥獣の個体数調整、緩衝帯整備、伐倒、樹種転換等によ

り森林被害を防止

原野等

●貴重な自然環境を形成している原野については､生態系及び

景観の観点から保全

●その他の原野については、周辺の土地利用や環境保全に配慮し

た有効活用

水面・
河川・水路

●安全性を確保するための河川整備や砂防施設を整備

●水資源と水源地の保全、河川、農業用用排水路などの整備に

要する用地を確保

道　路

●交通の円滑化と安全性を確保し、広域都市間や地域間交流・

連携を促進するため、幹線道路を中心として必要な用地を確保

●既存用地を適切な維持管理・更新により、持続的に利用

●農林業の生産性の向上及び土地の適正な利用を図るため、自

然環境の保全に配慮して整備に要する用地を確保

4 利用区分ごとの規模の目標の考え方
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利用区分 説　明

宅　地

●住宅地については、既存市街地の再開発による高度利用や、

土地区画整理等による低未利用地の有効活用、市街化区域

内農地の利用促進、市街地に近接する地区における転換によ

り、計画的に整備

●耐震や防災などの安全性、環境性能や省資源、都市部と農山

村部が一体になったエネルギー循環、景観など質的向上に配

慮した環境整備

●空き家の有効活用

●工業用地については、知の育成・創造・集積を進める上で必要

な用地を確保

●環境保全に配慮するとともに、職住近接を基本とし、既存市街

地内の工業系地域及びこれに隣接する地区を中心に確保

●その他の宅地については、再開発による高度利用や、空き店舗

等を有効活用

●多沿道型商業施設については、主要幹線道路沿いにおいて、

良好な環境と周囲の景観に配慮して適切に土地利用

その他
●交通施設用地や公共空地、ニーズの多様化を踏まえて未利用

地、耕作放棄地などを含め用地を確保

●多様な主体の参加や広域的連携を視野に入れて有効利用



土地利用計画面積の転換表 （単位：ha）

利 用
区 分

基準年 目標年

減
増

地
農

林
森

路
水
川・
河
面・
水

路
道

宅地

他
の
そ

令和
４年

令和
15年 地

宅
住 業

工

地
用 地
宅
の

他
の
そ等

野
原

農 地 3,452 3,363 △89 △6

△6

△6

△80 △29 △21 △30

森 林 21,230 21,214 △16 △11 △11 △5

原野等 918 918 0

水面・
河川・
水路

169 169 0

道 路 779 791 12 6 6 6

宅 地 1,489 1,574 85 80 11

住宅地 1,042 1,071 29 29

工業
用地 210 242 32 21 11

5

その他
の宅地 237 261 24 30

3その 他 981 989 8

合 計 29,018 29,018 0 89 16 0 0 △12 △85 △29 △32 △24 △8

37

△3
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5-1 農地面積と関係指標の推移と目標

5-2 森林面積と関係指標の推移と目標

農地面積（ha） 人口（人） 農業就業人口
（人）

人口1人当たり
農地面積（㎡）

農業就業人口1人
当たり農地面積（㎡）

平成25年 3,560 67,224 2,913 530

平成29年

令和4年

3,482 66,929 2,668 520 13,051

2,524 13,677

12,222

令和15年

3,452 66,678

－

518

3,363 65,000 517 －

森林面積（ha） 人口（人） 人口1人当たり
森林面積（㎡）

市の面積に
占める割合（㎡）

平成25年 21,587 67,224 3,211 74.4

平成29年 21,244 66,929 3,174 73.2

令和4年 21,230 66,678 3,184 73.2

令和15年 21,214 65,000 3,265 73.1

5 利用区分別面積と関係指標の推移と目標

（注）人口は毎月人口移動報告（各年10月）・農業就業人口は平成22年、27年、令和2年の国勢調査第一次産業人口数値

（注）市の全体面積29,018ha・人口は毎月人口移動報告（各年10月）
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5-3 水面・河川・水路面積の推移と目標

面積（ha） 市の面積に占める割合（％）

平成25年 171 0.6

平成29年 169 0.6

令和4年 169 0.6

令和15年 169 0.6
（注）市の全体面積29,018ha

5-4 道路面積の推移と目標

面積（ha） 市の面積に占める割合（％）

平成25年 796 2.7

平成29年 779 2.7

令和15年 791 2.7
（注）市の全体面積29,018ha

目標値

目標値

平成25年 平成29年 令和4年 令和15年
目標値

（ha）

水面・河川・水路面積0

40

80

120

160

平成20年 平成25年 令和4年 令和15年
目標値

（ha）

道路面積0

200

400

600

800

令和4年 779 2.7
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5-6 住宅地面積と関係指標の推移と目標

住宅地面積（ha） 世帯数（世帯） 1世帯当たり住宅地面積（㎡）

平成25年 1,079 25,783 418

平成29年 1,019 26,999 377

令和4年 1,042 28,591 364

令和15年 1,071 － －
（注）世帯数は毎月人口移動報告（各年10月）

5-5 宅地面積の推移と目標

住宅地（ha） 工業用地（ha） その他の宅地（ha） 宅地計（ha）

平成25年 1,079 229 180 1,488

平成29年 1,019 322 173 1,514

令和4年 1,042 210 237 1,489

令和15年 1,071 242 261 1,574目標値

目標値

平成25年 平成29年 令和4年 令和15年
目標値

住宅地面積
工業用地面積
その他の宅地面積

（ha）
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目標値
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1,200
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（注）令和4年の宅地面積について、都市計画基礎調査における宅地の分類基準が前回調査時と異なる。
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5-7 工業用地面積と関係指標の推移と目標

工業用地面積（ha） 従業員数（人） 従業員1人当たり
工業用地面積（ｍ2）

平成25年 229 239

平成29年 322 11,252

9,584

286

令和4年 210 12,031 175

令和15年 242 － －
（注）従業員数は工業統計調査、統計しおじり2022版
（注）令和4年の従業員数は統計しおじり2022版の最新調査年である令和3年の数値

5-8 市街地人口、面積の推移
市街地人口
（人）

市街地面積
（ha） 人口密度（人） 総人口（人） 総人口に占める

市街地人口の割合（％）

平成22年 35,344 825 42.8 67,670 52.2

平成27年 36,186 831 43.5 67,135 53.9

令和2年 38,976 921 42.3 67,241 58.0
（注）平成22年、27年、令和2年の国勢調査

目標値
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（注）令和4年の工業用地面積について、都市計画基礎調査における工業用地の分類基準が前回調査時と異なる。
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